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第37期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第37期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することがで

きますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従って
2019年６月24日（月曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2019年６月25日（火曜日）午後１時

２．場 所 名古屋市中区栄三丁目15番33号
栄ガスビル ５階 栄ガスホール

３．目的事項
報告事項 １．第37期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算

書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第37期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
議 案 取締役６名選任の件
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（添付書類）
事  業  報  告

(自 2018年 4 月 1 日
至 2019年 3 月31日 )

１．企業集団の現況に関する事項
⑴ 事業の経過及びその成果

国内の新車販売市場は、登録車は概ね横ばいで推移しましたが、届出車が堅調に推移した結果、
当連結会計年度における国内の新車販売台数は前期比1.2％のプラスとなりました。

当社グループの中核事業であります自動車販売関連事業の当連結会計年度における状況は、ホ
ンダ系は新型車効果等もあり、また、日産系ではｅ－ＰＯＷＥＲ搭載車や電気自動車が堅調に推
移し、国内販売は比較的好調に推移しております。海外では昨年度から当第２四半期にかけてス
ペインで新たに子会社化した事業会社３社の販売実績を業績に上積みすることができ、その結果、
新車、中古車を合わせた当社グループの自動車販売台数は101,646台と前期に比べ6,487台
（6.8％）増加いたしました。

また、住宅関連事業では、分譲物件の受注、引き渡し共に好調に推移いたしました。
一方、当社の連結子会社３社について、業績の進捗が当初計画を下回り、財務内容が悪化した

ことから、8億72百万円の減損損失（のれんの減損5億47百万円、固定資産の評価減3億24百万
円）を特別損失に計上いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の連結業績につきましては、連結売上高が2,186億34百万円（前
期比8.2％増）、営業利益が61億30百万円（前期比9.6％減）、経常利益が63億85百万円（前期
比11.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益が26億74百万円（前期比29.0％減）となりま
した。

⑵ セグメントの業績概況
[自動車販売関連事業]

新車部門では、国内におけるホンダ車の販売台数は6,706台（前期比8.0％増）、基盤顧客の創
出に注力いたしました日産車の販売台数は18,092台（前期比29.1％増）となり、海外を含む当社
グループ全体の新車販売台数は45,241台（前期比12.9％増）と台数ベースで前年を上回りまし
た。しかしながら、将来の管理顧客数を増やす目的もあり、販売台数増加を第一優先とした販売
に傾注したため新車の台当たり利益が減少することとなり、増収を確保したものの利益の低下を
招きました。
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⑷ 資金調達の状況
当社グループは、運転資金及び設備投資資金として、主に金融機関からの借入によっておりま

す。

⑸ 重要な組織再編等の状況
該当事項はありません。

⑹ 対処すべき課題
当社グループは、Ｍ＆Ａにより事業規模を拡大することを主要な経営戦略としており、そのた

めの経営基盤整備策として、以下の課題に重点的に取り組んでまいります。

① 基盤収益の強化
自動車販売関連事業につきましては、国内の新車販売が長期的に減少傾向であることから、

当社グループの自動車ディーラー各社は、基盤収益である中古車部門、サービス部門の収益性
を高めることで、新車販売動向に業績が左右されにくい企業体質の実現を目指しております。

また、中古車輸出における販売地域の拡大と商品付加価値の向上、直営・フランチャイズ両
面によるレンタカー店舗網の全国展開により、グループとしての基盤収益のさらなる向上を目
指しております。

② 財務体質の強化
長期安定的に事業規模を拡大するためには、財務体質の強化が重要であるとの認識により、

これまでにも、2007年３月の第三者割当増資、2009年８月の新株予約権付社債の発行、2012
年11月の新株予約権の発行等、自己資本の充実を図り、Ｍ＆Ａ資金の確保と自己資本比率の改
善に取り組んでまいりました。

また、当社グループは事業収益によるキャッシュの増大をテーマとし、既存事業の営業キャ
ッシュ・フローの向上に注力しつつ、負債の削減にも取り組む等、バランスのとれたキャッシ
ュ・フロー戦略を推進し、資本市場での資金調達も含め、財務体質の強化に努めてまいります。
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⑻ 重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

㈱ ホ ン ダ カ ー ズ 東 海
百万円

90
％

100.00 自動車の販売・修理

長 野 日 産 自 動 車 ㈱
百万円

37 100.00 自動車の販売・修理

静 岡 日 産 自 動 車 ㈱
百万円

80 100.00 自動車の販売・修理

三 河 日 産 自 動 車 ㈱
百万円

30 100.00 自動車の販売・修理

㈱ 日 産 サ テ ィ オ 埼 玉
百万円

40 100.00 自動車の販売・修理

㈱ 日 産 サ テ ィ オ 奈 良
百万円

90 100.00 自動車の販売・修理

C C R  M O T O R  C O . L T D .
千ポンド

28,252 100.00 自動車の販売・修理

GRIFFIN MILL GARAGES LIMITED
千ポンド
3 100.00 自動車の販売・修理

W E S S E X  G A R A G E S
H O L D I N G S  L I M I T E D

千ポンド
1,615 100.00 自動車の販売・修理

MASTER AUTOMOCION, S.L.
千ユーロ

23,947 75.00 持株会社

M A S T E R N O U ,  S . A .
千ユーロ

1,422 75.00
（100.00） 自動車の販売・修理

㈱ ト ラ ス ト
百万円

1,349 79.00 自動車の輸出

J - n e t レ ン タ リ ー ス ㈱
百万円

60 99.45
（54.20） 自動車賃貸

㈱ エ ム ジ ー ホ ー ム
百万円

1,168 42.59 分譲マンションの企画・販売

（ 子 会 社 他 3 0 社 ）
（注）１．上記議決権比率欄の（ ）内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。

２．特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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⑽ 主要な事業所（2019年３月31日現在）
① 当社

本 社 愛知県名古屋市

② 主要子会社の事業所
㈱ ホ ン ダ カ ー ズ 東 海 愛知県名古屋市

長 野 日 産 自 動 車 ㈱ 長野県長野市

静 岡 日 産 自 動 車 ㈱ 静岡県静岡市

三 河 日 産 自 動 車 ㈱ 愛知県安城市

㈱ 日 産 サ テ ィ オ 埼 玉 埼玉県さいたま市

㈱ 日 産 サ テ ィ オ 奈 良 奈良県大和郡山市

C C R  M O T O R  C O . L T D . 英国グロスター市

G R I F F I N  M I L L  G A R A G E S  L I M I T E D 英国カーディフ市

WESSEX GARAGES HOLDINGS LIMITED 英国ブリストル市

M A S T E R  A U T O M O C I O N ,  S . L . スペイン バルセロナ市

M A S T E R N O U ,  S . A . スペイン バルセロナ市

㈱ ト ラ ス ト 愛知県名古屋市

J - n e t レ ン タ リ ー ス ㈱ 愛知県名古屋市

㈱ エ ム ジ ー ホ ー ム 愛知県名古屋市
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２．会社の株式に関する事項 （2019年３月31日現在）
⑴ 発行可能株式総数 169,800,000株

⑵ 発行済株式の総数 117,354,454株（自己株式2,026,580株を除く。）

⑶ 株主数 9,746名

⑷ 大株主の状況（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

㈲ エ ス ア ン ド ア イ
千株

14,209
％

12.10

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 ㈱ （ 信 託 口 ） 7,988 6.80

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 ㈱ 7,662 6.52

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 ㈱ （ 信 託 口 ） 6,916 5.89

ジ ェ ー ピ ー  モ ル ガ ン  チ ェ ー ス  バ ン ク  3 8 5 6 3 2 5,187 4.42

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 ㈱ 4,000 3.40

あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 ㈱ 3,702 3.15

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 ㈱ 3,702 3.15

高 橋 一 穂 3,277 2.79

高 橋 淳 子 3,248 2.76

（注）持株比率は、自己株式（2,026千株）を控除して計算しております。

⑸ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
⑴ 取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

高 橋 一 穂 代 表 取 締 役 社 長

伊 藤 誠 英 専 務 取 締 役 経営戦略本部長

山 内 一 郎 常 務 取 締 役 管理部長

堀 直 樹 取 締 役 ㈱ヤマシナ 代表取締役社長

朝 熊 康 則 取 締 役

山 田 尚 武 取 締 役 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表

加 藤 晴 規 常 勤 監 査 役

河 合 重 幸 常 勤 監 査 役

柴 田 和 範 監 査 役 ㈱柴田会計 代表取締役社長
仰星監査法人 代表社員

鹿 倉 祐 一 監 査 役 鹿倉法律事務所 代表

加 藤 方 久 監 査 役 ㈱エムジーホーム 常勤監査役
 

（注）１．上記重要な兼職のほか、当社役員による他の上場会社の役員の兼任状況は、次のとおりでありま
す。
・取締役伊藤誠英 ㈱トラスト 取締役、㈱エムジーホーム 取締役、㈱ヤマシナ 社外取締役（監

査等委員）、㈱ハウスフリーダム 社外監査役
・取締役山内一郎 ㈱エムジーホーム 取締役、㈱ヤマシナ 社外取締役（監査等委員）

２．取締役朝熊康則、山田尚武の両氏は、社外取締役であります。
３．監査役加藤晴規、柴田和範、鹿倉祐一、加藤方久の各氏は、社外監査役であります。
４．監査役柴田和範氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有するものであります。
５．当社は取締役朝熊康則、山田尚武、監査役加藤晴規、柴田和範、鹿倉祐一、加藤方久の各氏を、

一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券
取引所に届け出ております。
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② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 朝熊康則
当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席いたしました。主に長年に
わたる取締役としての豊富な経験と実績を生かし、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。

取締役 山田尚武
当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席いたしました。弁護士とし
て法律に関する専門的な知識と経験から、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための発言を行っております。

監査役 加藤晴規
当事業年度に開催された取締役会12回、監査役会13回の全てに出席いたしまし
た。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ
ております。また、監査役会において、適宜必要な発言を行っております。

監査役 柴田和範

当事業年度に開催された取締役会12回、監査役会13回の全てに出席いたしまし
た。公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監
査役会において、適宜必要な発言を行っております。

監査役 鹿倉祐一

当事業年度に開催された取締役会12回、監査役会13回の全てに出席いたしまし
た。弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役
会において、適宜必要な発言を行っております。

監査役 加藤方久

2018年6月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回、監査役会10
回の全てに出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な
発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条第２項の規定に基づき、取
締役会決議があったものとみなす書面決議が10回ありました。

③ 当事業年度に係る社外役員の報酬等の総額
員 数 報 酬 等 の 額

社 外 役 員 ６ 名 34 百万円

（注）社外役員が当事業年度中に当社の子会社から受取った役員報酬等の総額４百万円を含んでおります。
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６．会社の体制及び方針
⑴ 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。

（最終改定：2015年６月25日）
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア 当社のコンプライアンス担当取締役を責任者として、グループ行動規範・コンプライアン
ス規程等のルール整備及びグループコンプライアンス委員会（以下、委員会といいます｡）の
設置、担当部署への人員配置等の組織整備を行うとともに、内部通報制度として違反行為を
発見した場合の通報窓口（コンプライアンス相談窓口）を外部法律事務所に設け、取締役及
び使用人による法令・定款の遵守を徹底します。

イ 重要なコンプライアンス上の事態が発生した場合は、各社から委員会に対して報告を行い、
委員会において対策等を審議したうえで各社の取締役会へ報告します。

ウ コンプライアンス担当取締役は、委員会を通じてグループ内のコンプライアンスの実施状
況を管理し、教育研修体制の構築を推進することでグループにおけるコンプライアンスの周
知徹底を図ります。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア 取締役の職務執行に係る情報・文書（以下、職務執行情報といいます。）は、取締役管理

部長を責任者として、法令及び当社社内規程等に従って適切に保存管理します。
イ 取締役管理部長は、社内の重要事項に係る職務執行情報をデータベース化し、当該各文書

等の存否及び保存状況を直ちに検索することが可能な体制を構築します。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア 当社は、リスク管理に関する基本ルールである「リスク管理規程」を策定しており、当該

規程に基づき、リスク管理全般についての情報収集・分析・評価・対応までの一連の活動を
通じた体系的なリスク管理体制を確立します。また、子会社を含めたグループとしてのリス
ク管理を強化する為、グループ戦略会議において当社及び当社グループ内で発生が予想され
るリスク及び潜在的リスクを排除・防止する為の協議を行います。

イ 内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として「内部監査規程」に基づく監査計画を策
定し、内部監査を行うこととしており、内部監査を通じて損失の危険のある業務執行行為等
が発見された場合は、代表取締役社長に直ちに報告します。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア 経営計画のマネジメントについては、経営理念に基づき策定される年度計画及び中期経営

計画の目標達成のために各業務執行ラインで活動することとし、経営計画が当初の予定通り
に進捗しているか業務報告を通じ定期的に検査を行います。
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⑨ 監査役の職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査の実効性を確保するため、監査役の職務執行について生ずる費用の予算を毎年計上し、

計上外で拠出する費用についても、法令に則って会社が前払いまたは償還します。なお、監査
役は、当該費用の支出にあたっては、その効率性及び適正性に留意します。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会は、監査役が取締役会及び重要な会議等に出席する体制を整備するとともに、定期

的に代表取締役社長、内部監査室及び会計監査人と意見交換する機会を設けます。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
ア 反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、グループ行動規範にお

いて「暴力団、総会屋、テロ集団等の反社会的勢力による要求に屈することが、結果的に反
社会的な行為を助長することを十分に認識し、反社会的勢力に対しては、全力を挙げて毅然
とした態度で臨み、一切の関りを持たない」旨を規定し、全取締役及び使用人へ周知徹底し
ます。

イ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合、コンプライアンス推進室を統括部署として
必要な対応体制を編成し、顧問弁護士や警察等の外部の専門機関と連携して対応を行います。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりです。

① 内部統制システムに対する取り組みの状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針につきましては、その趣旨、内容等を当社及び当

社グループ各社に説明を行い、周知いたしました。

② コンプライアンスに対する取り組みの状況
当社は、当社コンプライアンス担当取締役を委員長、当社社外取締役及び当社グループ各社

の経営責任者を委員とする「グループコンプライアンス委員会」を設置しております。
当該委員会は、当事業年度において２回開催されており、当社グループ内における問題の早

期発見と改善措置の展開、コンプライアンスに関する研修等、コンプライアンス推進の取り組
みを実施いたしました。

また、コンプライアンス相談窓口を外部法律事務所に設置しており、当社グループ各社が当
該相談・通報制度を利用することでコンプライアンスの実効性向上に努めました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
ﾘｰｽ債権及びﾘｰｽ投資資産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

62,665
7,385
7,688

10,410
29,523
3,223

84
4,386
△37

71,014
48,969
13,842
5,403

21,828
6,785
1,109

10,897
10,393

503
11,147
7,093
1,457

570
1,200
1,739
△912

流 動 負 債 74,216
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 29,821
短 期 借 入 金 17,337
リ ー ス 債 務 13,348
未 払 金 1,236
未 払 法 人 税 等 935
賞 与 引 当 金 1,069
そ の 他 10,468

固 定 負 債 18,520
社 債 9
長 期 借 入 金 10,301
リ ー ス 債 務 4,528
繰 延 税 金 負 債 1,066
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 889
退 職 給 付 に 係 る 負 債 783
長 期 未 払 金 32
資 産 除 去 債 務 457
そ の 他 452

負 債 合 計 92,737
純 資 産 の 部

株 主 資 本 36,997
資 本 金 4,297
資 本 剰 余 金 2,834
利 益 剰 余 金 30,138
自 己 株 式 △272

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 371
その他有価証券評価差額金 698
為 替 換 算 調 整 勘 定 △326

新 株 予 約 権 140
非 支 配 株 主 持 分 3,432
純 資 産 合 計 40,942

資 産 合 計 133,680 負 債 純 資 産 合 計 133,680
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連結株主資本等変動計算書
(自 2018年 4 月 1 日

至 2019年 3 月31日 )
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 4,297 2,832 29,685 △272 36,543

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,229 △2,229

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,674 2,674

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

連 結 範 囲 の 変 動 1 7 9

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 1 452 △0 454

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 4,297 2,834 30,138 △272 36,997

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株
予 約 権

非 支 配
株 主 持 分 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 886 △3 882 142 3,182 40,750

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,229

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,674

自 己 株 式 の 取 得 △0

連 結 範 囲 の 変 動 9

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △188 △322 △511 △1 250 △262

連結会計年度中の変動額合計 △188 △322 △511 △1 250 191

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 698 △326 371 140 3,432 40,942
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ｂ 商品（部品・用品） 主に最終仕入原価法
ｃ 原材料 主に最終仕入原価法
ｄ 仕掛品 個別法
ｅ 貯蔵品 主に最終仕入原価法

⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 ａ 当社及び国内連結子会社

（リース資産を除く） 耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。

イ 建物（附属設備を除く）
（イ） 1998年３月31日以前に取得したもの

定率法
（ロ） 1998年４月１日以降に取得したもの

定額法
ロ 建物附属設備及び構築物

（イ） 2016年３月31日以前に取得したもの
定率法

（ロ） 2016年４月１日以降に取得したもの
定額法

ハ 機械装置及び工具器具備品
定率法

ニ 車両運搬具（レンタカー車両を除く）
定率法

ホ 車両運搬具（レンタカー車両）
定額法

ｂ 在外連結子会社
定額法

② 無形固定資産 定額法
（リース資産を除く） なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。
ただし、自社利用目的ソフトウエアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（ただし、残価保証があ
る場合は当該金額）とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用 均等償却
⑶ 重要な繰延資産の処理方法

株式交付費、社債発行費の処理方法は、支出時に全額費用処理しております。
⑷ 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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５．表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）に基づく「会

社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（2018年３月26日 2018年法務省令第５号）を当
連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。

＜連結貸借対照表に関する注記＞
１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 25,530百万円

３．担保に供している資産
長期性預金 167百万円
商品、車両運搬具 6,927百万円
仕掛品 2,654百万円
建物 1,939百万円
土地 3,950百万円
その他 4百万円
計 15,644百万円

以上は仕入債務6,722百万円、短期借入金150百万円及び長期借入金3,495百万円（一年以内返済予定分1,492
百万円を含む）の担保に供しております。
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＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞
１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

２．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 119,381,034株

３．当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 2,026,578 5,102 － 2,031,680

（注）増加数の内訳は次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 2株
持分法適用会社が取得した自己株式の当社帰属分 5,100株

４．配当に関する事項
⑴ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の

総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2018年５月11日
取締役会 普通株式 1,056 9.00 2018年

３月31日
2018年

６月11日
2018年11月12日

取締役会 普通株式 1,173 10.00 2018年
９月30日

2018年
11月30日

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の

総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年５月13日
取締役会 普通株式 利益剰余金 1,173 10.00 2019年

３月31日
2019年

６月10日
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⑷ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等について
は、前述の＜連結計算書類作成のための基本となる事項＞「４．会計方針に関する事項⑻ 重要なヘッジ会
計の方法」をご覧ください。

２．金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額
⑴ 現金及び預金 7,385 7,385 －
⑵ 受取手形及び売掛金 7,688 7,688 －
⑶ リース債権及びリース投資資産 10,410 10,877 466
⑷ 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 1,492 1,492 －
⑸ 長期貸付金 1,457 1,502 44
⑹ 破産更生債権等 911

貸倒引当金（※） △911
－ － －

資産計 28,435 28,946 511
⑴ 支払手形及び買掛金 29,821 29,821 －
⑵ 短期借入金
（一年以内返済予定長期借入金を除く) 12,125 12,125 －

⑶ 未払法人税等 935 935 －
⑷ リース債務（流動及び固定） 17,877 17,634 △242
⑸ 社債
（一年以内償還予定分を含む） 23 23 0

⑹ 長期借入金
（一年以内返済予定分を含む） 15,512 15,572 60

負債計 76,295 76,113 △181
デリバティブ取引 － － －

（※）破産更生債権等は個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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２．非上場株式（連結貸借対照表計上額875百万円）は、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、表に含めておりません。

＜賃貸等不動産に関する注記＞
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、愛知県その他の地域において、賃貸用オフィスビル、賃貸用店舗等を有し
ております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

7,129 7,271
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま

す。
２．時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行

ったものを含む）であります。
＜１株当たり情報に関する注記＞
１．１株当たり純資産額 318円44銭
２．１株当たり当期純利益 22円79銭

＜重要な後発事象に関する注記＞
該当事項はありません。
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損 益 計 算 書

(自 2018年 4 月 1 日
至 2019年 3 月31日 )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 3,841
売 上 原 価 146

売 上 総 利 益 3,695
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 886

営 業 利 益 2,808
営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 183
受 取 保 証 料 14
受 取 補 償 金 31
そ の 他 7 237

営 業 外 費 用
支 払 利 息 47
為 替 差 損 79
そ の 他 3 130
経 常 利 益 2,915

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0
新 株 予 約 権 戻 入 益 1
そ の 他 0 3

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 売 却 損 121
関 係 会 社 株 式 評 価 損 1,766
投 資 有 価 証 券 評 価 損 35
そ の 他 5 1,929

税 引 前 当 期 純 利 益 989
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 223
法 人 税 等 調 整 額 56 279
当 期 純 利 益 710
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個別注記表
＜重要な会計方針＞
１．有価証券の評価基準及び評価方法

⑴ 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
⑵ その他有価証券

時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法
と同一の基準によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。

⑵ 無形固定資産 定額法
（リース資産を除く） なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。
ただし、自社利用目的ソフトウエアについては、社内における利用

可能期間（５年）による定額法を採用しております。
⑶ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（ただし、残価保証があ
る場合は当該金額）とする定額法を採用しております。

⑷ 長期前払費用 均等償却

３．引当金の計上基準
⑴ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

⑵ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

⑶ 役員退職慰労引当金
取締役及び監査役に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上して

おります。
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４．担保に供している資産
投資有価証券 ４百万円

以上は一年以内返済予定の長期借入金154百万円及び長期借入金540百万円の担保に供しております。

５．保証債務
関係会社の金融機関からの借入及び仕入債務等に対して債務保証を行っております。

6,222百万円

＜損益計算書に関する注記＞
１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

２．関係会社に対する売上高 3,649百万円

３．関係会社に対するその他営業取引高 103百万円

４．関係会社との営業取引以外の取引高 168百万円

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞
１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

２．当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
普通株式 2,026,580株
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＜関連当事者との取引に関する注記＞
子会社等

（単位：百万円）

属性 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関係内容

取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の
兼任等
（名）

事業上の
関係

子会社

㈱ホンダ
カーズ東海

所有
直接
100.00％

６

債務保証
仕入債務の保証
借入債務の保証

債務保証料

1,660
214

１

－
－

（注）３

－
－
－

担保提供 被担保提供料 ０ （注）４ －

建物の賃貸 賃料の支払 14
前渡金

差入保証金
（注）１

１
６
－

業務委託 業務委託収入 398 未収入金
（注）１

59
－

長野日産
自動車㈱

所有
直接
100.00％

２
資金の貸借

資金の借入
資金の返済
利息の支払

5,400
4,536

８

短期借入金
（注）２

－

4,400
－
－

債務保証 借入債務の保証 １ － －
業務委託 業務委託収入 551 未収入金

（注）１
34
－

静岡日産
自動車㈱

所有
直接
100.00％

３ 業務委託 業務委託収入 324 未収入金
（注）１

21
－

三河日産
自動車㈱

所有
直接
100.00％

２

資金の貸借
資金の借入
資金の返済
利息の支払

１
791

１

短期借入金
（注）２

－

－
－
－

建物の賃貸 賃料の受取 19 前受金
（注）１

１
－

業務委託 業務委託収入 221 未収入金
（注）１

40
－

㈱日産サティオ
埼玉

所有
直接
100.00％

３
資金の貸借

資金の借入
資金の返済
利息の支払

200
1,000

０

短期借入金
（注）２

－

－
－
－

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

400
400

０

短期貸付金
（注）２

－

－
－
－

業務委託 業務委託収入 121 未収入金
（注）１

０
－

エフエルシー㈱
所有
直接
100.00％

１
資金の貸借

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

50
50
０

短期貸付金
（注）２

－

－
－
－

業務委託 業務委託収入 33 未収入金
（注）１

12
－

㈱日産サティオ
奈良

所有
直接
100.00％

２
資金の貸借

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

200
600

３

短期貸付金
（注）２

－

300
－
－

業務委託 業務委託収入 17 未収入金
（注）１

１
－

増資 増資の引受け 500 （注）６ －
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(単位：百万円）

属性 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関係内容

取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の
兼任等
（名）

事業上の
関係

子会社

GRIFFIN MILL
GARAGES LIMITED

所有
直接
100.00％

１
資金の貸借 利息の受取 １ 短期貸付金

（注）２
108

－
債務保証 借入債務の保証

債務保証料
115

１
－

（注）３
－
－

WESSEX GARAGES
HOLDINGS 
LIMITED

所有
直接
100.00％

２
資金の貸借 資金の貸付

利息の受取
428

０
短期貸付金
長期貸付金
（注）２

21
195

－
債務保証 借入債務の保証

債務保証料
－
１

－
（注）３

－
－

増資 増資の引受け 221 （注）９ －
PEUGEOT CITROEN
SOUTH AFRICA 
(PTY) LTD

所有
直接

51.00％
１ 資金の貸借 利息の受取 18

短期貸付金
未収入金
（注）２
（注）10

233
23
－
－

MASTER
AUTOMOCION,S.L.

所有
直接

75.00％
２ 資金の貸借

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

128
32
０

短期貸付金
長期貸付金
（注）２

41
51
－

㈱シー･イー･
エス

所有
直接

85.00％
２ 資金の貸借 資金の借入

利息の支払
20
０

短期借入金
（注）２

161
－

㈱エムジーホーム
所有
直接

42.59％
３ 資金の貸借 資金の借入

利息の支払
1,000

０
短期借入金
（注）２

1,000
－

㈱アーキッシュギ
ャラリー

所有
間接
100.00％

３ 資金の貸借
資金の借入
資金の返済
利息の支払

901
780

０

短期借入金
（注）２

－

121
－
－

㈱MIRAIZ
所有
直接
100.00％

３
資金の貸借

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

805
449

０

短期貸付金
（注）２

－

355
－
－

業務委託 業務委託収入 19 未払金
（注）１

０
－

固定資産取得 資本的支出 18 （注）１ －
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．取引条件については、市場価格等を参考にして一般的取引条件と同様に決定しております。なお、取

引金額には消費税等を含めておりません。
２．子会社各社及び関連会社との間で発生する資金の貸借につきましては、市場金利を勘案しております。

なお、担保は受け入れておりません。
３．金融機関からの借入に対する連帯債務保証であり、保証額等に基づき保証料を算定しております。
４．金融機関からの借入に対し、不動産の担保提供（根抵当設定限度額450百万円）を受けており、年率

0.38％の被担保提供料を支払っております。
５．不動産賃貸借契約等に対して、債務保証を行ったものであります。なお、取引金額は未経過賃料残高

を記載しております。
６．当社が㈱日産サティオ奈良の行った株主割当増資を１株につき50千円で全額引き受けたものであり

ます。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2019年５月14日
ＶＴホールディングス株式会社

取 締 役 会 御中
監査法人東海会計社
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 後 藤 久 貴 ㊞
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 国 光 大 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＶＴホールディングス株式会社の2018年４
月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、ＶＴホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第37期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。
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株主総会参考書類

議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役６名（うち社外取締役２名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

ふ り が な
氏 名

(生年月日)
略歴、当社における地位及び担当

（重要な兼職の状況）
所有する当
社株式の数

1
たか
高

はし
橋

かず
一

ほ
穂

(1953年１月18日)

1983 年 ３月 当社設立 代表取締役社長（現任）

3,277,800株

2003 年 ４月 ㈱ホンダベルノ東海（現･㈱ホンダカーズ東海）代表
取締役社長

2006 年 ４月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任）
2015 年 ６月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任）
2017 年 ５月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任）
2017 年 ５月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長（現任）

[取締役候補者とした理由]
当社の創業者として、長年にわたり当社の経営を指揮し、グループ規模の拡大、業績の向上など多くの成果

を上げてまいりました。その経営全般にわたる豊富な知見と能力が、当社の経営に欠かせないものと判断し、
引き続き取締役候補者としております。

２
い
伊

とう
藤

まさ
誠

ひで
英

(1960年９月27日)

1996 年 10月 当社入社

1,417,050株

1997 年 ４月 当社総務部長
1998 年 ６月 当社取締役総務部長
1999 年 ６月 当社常務取締役関連会社担当兼総務部長
2003 年 ４月 当社常務取締役経営戦略本部長
2005 年 ７月 E-エスコ㈱（現･㈱MIRAIZ） 代表取締役社長（現

任）
2007 年 ４月 ㈱トラスト 代表取締役社長
2008 年 ６月 当社専務取締役経営戦略本部長
2011 年 ６月 ㈱アーキッシュギャラリー 代表取締役社長（現任）
2013 年 ８月 エスシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任）
2014 年 ６月 当社専務取締役経営戦略本部長 兼 コンプライアン

ス推進部長
2014年 10月 当社専務取締役経営戦略本部長（現任）
2015年 ６月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長
2016年 ６月 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長（現任）

[取締役候補者とした理由]
当社及びグループ会社で長年にわたり経営に携わり、事業の成長と業績の向上に向けた成長戦略の実現に尽

力いただいております。その優れた経営能力から、当社の重要事項の決定及び業務執行の監督に重要な役割を
果たしており、引き続き取締役候補者としております。
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候補者
番号

ふ り が な
氏 名

(生年月日)
略歴、当社における地位及び担当

（重要な兼職の状況）
所有する当
社株式の数

６
やま
山

だ
田

ひさ
尚

たけ
武

(1964年８月１日)

1992 年 ４月 名古屋弁護士会（現･愛知県弁護士会） 弁護士登録

－株

1992 年 ４月 小山齊法律事務所 入所
1996 年 ４月 しょうぶ法律事務所 開設

同所代表 就任
2013 年 10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所 設立

同所代表 就任（現任）
2015 年 ６月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表

[社外取締役候補者とした理由]
弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しており、当社及びグループ会社のコ

ンプライアンス体制の強化に貢献いただいております。また、取締役会、投資委員会等において、ステークホ
ルダーの利益に資する適切な助言・監督を行っていただいており、引き続き社外取締役候補者としておりま
す。

（注）１．当社（1983年３月22日設立、実質上の存続会社）は、株式額面を変更するため、1997年４月に㈱ホ
ンダオートセールス（1978年４月11日設立、形式上（登記上）の存続会社）と合併いたしましたが、
上記は、実質上の存続会社を当社として記載しております。

２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．朝熊康則氏、山田尚武氏は、社外取締役候補者であります。
４．社外取締役候補者朝熊康則氏、山田尚武氏は、現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年

数は、本総会終結の時をもって朝熊康則氏が５年、山田尚武氏が４年であります。
５．社外取締役候補者朝熊康則氏は、当社の特定関係事業者（子会社）である㈱ホンダカーズ東海、静岡

日産自動車㈱、㈱日産サティオ埼玉、㈱モトーレン静岡の監査役であります。
６．社外取締役候補者山田尚武氏が代表を務める弁護士法人しょうぶ法律事務所と当社の間には、委任契

約がありますが、同氏は当社の委任案件には一切関与しておらず、かつ当社から同所への支払額は、
当社が定める社外役員の独立性判断基準（54ページの〈ご参考〉を参照ください。）における取引基
準額を下回っております。

７．当社は、朝熊康則氏、山田尚武氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、１百万円と法令の定める最低責任限度額の
いずれか高い額としており、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

８．当社は、朝熊康則氏、山田尚武氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、㈱東
京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所に届け出ております。
なお、朝熊康則氏、山田尚武氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定で
あります。

９．「所有する当社株式の数」については、2019年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
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